
【山梨県】 子どもの学習・生活支援事業 

参加者募集のお知らせ 

 

 

山梨県と富士河口湖町が、県内に 15校舎を展開する「文理学院」と一緒に 

学習や生活で困りごとのある中学生、高校生を応援します 

 

 参加を希望される場合は下記の①または②のいずれかの方法により、 
 お申込みください。 
 

① 裏面下記に記入し、富士河口湖町役場福祉推進課に提出  

② 下記の曜日に実施されている学習会に参加し、申込む 

 

（12月 28日はお休み、10月 26日、11月 2日は勝山地区公民館（勝山 1007番地 1）で実施。） 

 

会場 開催曜日 開催時刻 

富士河口湖町勝山ふれあいセンター 

（富士河口湖町勝山 4029-5） 
毎週水曜日 １９：００～２２：００ 

富士河口湖町 

君たちのあたたかな居場所になる！ 

質問大歓迎！勉強がとってもはかどる！ 

学習・進路相談だけではなく 

生活面の相談も遠慮なく！！ 

参加者特典もあります！（裏面参照） 



    

   ① 文理学院の夏期講習・冬期講習・春期講習に受講料無料で参加できます 

＊各学年テキスト代のみのご負担で受講可能です 

＊テキスト代は１講習につき、550円～2,200円（税込） 

   ② 文理学院が実施する入試情報の提供などの説明会に無料で参加できます 
   ③ 学習や進路に関する相談を気軽にしていただくことができます 
 
●参加料はありませんが、会場に入ることのできる人数に限りがあります。申込者が多数の場合は、 

次の世帯の学生さんを優先しますので御了承ください。 

   ①生活保護を受けているご家庭、就学援助を受けているご家庭、ひとり親家庭の学生さん 

   ②困りごとを解決するには、文理学院の協力が必要と判断された学生さん 

●参加する場合は次のものをご持参ください。                     

   筆記用具、学校のワークなど勉強をするための問題集・テキスト類、ノート 

●学習に必要のないものの持ち込みは禁止とします。 

 （例）お菓子、漫画、小説、音楽再生プレイヤー、ゲーム機 など 

●連絡用に携帯電話を持参する場合は電源を切って勉強しましょう。使用する際は会場の担当者の 

許可を取り、周りの迷惑にならないようお願いします。 

●親御さんの希望により、参加が決定した学生さんについては小学生のきょうだいも参加できます。 

●お友達と参加した方が、困りごとが少なくなる場合は、お友達も参加できるように調整します。 
 

  ご質問・お問い合わせ先   

①株式会社文理学院（管理本部） 

電話番号：０５５４－４３－５３３０（直通） 

③ 山梨県子ども福祉課家庭福祉担当          ③ 富士河口湖町 福祉推進課 

電話番号：０５５－２２３－１４５９（直通）          電話番号：０５５５－７２－６０２８（直通）  

 

―参加希望申込書に記入し、会場受付または富士河口湖町福祉推進課窓口に提出してください― 
 

    山梨県 子ども学習・生活支援 参加希望申込書 提出日（    月   日） 
 

（              ）中学校／高校 （      ）年生   生徒氏名（                         ） 

上記生徒の学習・生活支援への参加を希望します。 保護者氏名（                        印 ） 

住所： 〒401-03 

富士河口湖町                                                                    

TEL：（                                     ） ※連絡がつきやすい番号を記載願います。 

該当する場合は○をしてください。 

学習で相談したい ／ 日常生活で相談したい ／ 高校受験 ／ PCやスマホでオンライン参加可能 

参加者特典 


